
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

（
第
九
〇
六
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 73 号

平成 15 年

9 月16日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
の
通
知
（
二
件
）

（
み
ど
り
整
備
課
）

三

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
の
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
務
国
保
課
）

○
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
旨
の
告
示
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
昭
和
六
十
三
年
香
川
県
告
示
第
七
百
二
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済

加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

四

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
五
号
（
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
）
の

一
部
訂
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
事
業
計
画
の
縦
覧

（
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
課
）

六

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
坂
本
町
５
丁
目
18番
37号

株
式
会
社
加
ト
吉

代
表
取
締
役
　
加
藤
義
和

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

仲
多
度
郡
多
度
津
町
西
港
町
８
－
３

株
式
会
社
加
ト
吉
中
央
工
場

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設

8000食
/h、

8780
１
基

許
可
日

許
可
後
15日

完
成
日

連
続
16時
間



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

（
第
九
〇
六
五
号
）

二

（
備
考
）
今
回
の
申
請
に
伴
い
、
一
部
既
設
特
定
施
設
を
廃
止
す
る
た
め
、
排
出
水
の
量
並
び
に
汚
濁

負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
９
月
16日
か
ら

平
成
15年
10月
７
日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

多
度
津
町
環
境
課

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

【
N
o.１
排
水
口
に
お
け
る
汚
染
状
態
及
び
量
】

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

6.0～
8.0

5.8～
8.6

520
650

460
530

130
170

10
30

2
5

26
30

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設

①
8000食

/h、
1130

１
基

②
8000食

/h、
835

１
基

③
8000食

/h、
540

１
基

許
可
日

許
可
後
15日

完
成
日

連
続
16時
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

6.0～
8.0

5.8～
8.6

520
650

460
530

130
170

10
30

変
更
前
及

び
変
更
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

5.8～
8.6

5.8～
8.6

15
25

15
25

15
25

8
16

1120
1225

り
ん
含
有
量

1
2

同
　
　
　
　
　
左

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

130
140

2
5



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

（
第
九
〇
六
五
号
）

三

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西
字
丸
山
一
七
七
一
の
六
か
ら
一
七
七
一
の
八
ま
で

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
農
道
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
小
海
字
川
原
谷
一
〇
六
の
四
、
一
〇
六
の
五
、
一
三
二
の
四
、
一
三
二
の
五
、
引
田
字

迯
田
一
一
一
八
の
一
〇
、
一
一
一
八
の
一
一
、
一
二
〇
八
の
四
、
一
二
〇
八
の
五

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
農
道
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

辞
　
退
　
年
　
月
　
日
　

名
　
　
称
　
　
開
　
設
　
者
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
五
、
八
、
一
　
　
　
米
岡
医
院
　
　
　
米
岡
　
万
戸
土
　
小
豆
郡
内
海
町
西
村
甲
一
〇
七
八

―
一

平
成
一
五
、
一
〇
、
一
　
　
香
川
県
小
豆
保
　
香
川
県
　
　
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
甲
二
〇
七
九

健
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
五

平
成
一
五
、
一
〇
、
一
　
　
香
川
県
中
讃
保
　
香
川
県
　
　
　
　
丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
二
番
一
号

健
所

平
成
一
五
、
一
〇
、
一
　
　
香
川
県
中
讃
保
　
香
川
県
　
　
　
　
仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
八
一
七

健
所
琴
平
支
所

平
成
一
五
、
一
〇
、
一
　
　
香
川
県
中
讃
保
　
香
川
県
　
　
　
　
坂
出
市
入
船
町
一
丁
目
二
番
二
八

健
所
坂
出
支
所
　
　
　
　
　
　
　
　
号

平
成
一
五
、
一
〇
、
一
　
　
香
川
県
西
讃
保
　
香
川
県
　
　
　
　
観
音
寺
市
坂
本
町
七
丁
目
三
番
一

健
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
号

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急

病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
次
の
医
療
機
関
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

認
定
番
号
　
認
定
の
有
効
期
間
　
　

医
療
機
関
名
　
　
　
　
　
　
　
所
　
在
　
地

一
五
―
五
　
　
平
成
十
五
年
九
月
　
医
療
法
人
社
団
　
聖
心
会
　
東
か
が
わ
市
川
東
一
〇
三
番
地
一

一
日
か
ら
　
　
　
　
阪
本
病
院

平
成
十
八
年
八
月

三
十
一
日
ま
で

一
五
―
六
　
　
平
成
十
五
年
九
月
　
医
療
法
人
社
団
　
三
恵
会
　
高
松
市
木
太
町
三
八
三
六
番
地
七

一
日
か
ら
　
　
　
　
木
太
三
宅
病
院

平
成
十
八
年
八
月

三
十
一
日
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

次
の
医
療
機
関
に
つ
い
て
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

（
第
九
〇
六
五
号
）

四

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

認
定
番
号
　
　
　
失
効
日

医
療
機
関
名
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
在
　
地

一
四
―
五
五
　
平
成
十
五
年
八
　
阪
本
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
川
東
一
〇
三
番

月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
一

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

昭
和
六
十
三
年
香
川
県
告
示
第
七
百
二
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の
設

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

の
り
等
養
殖
業
（
の
り
養
殖
）
の
表
土
庄
王
子
前
・
柳
東
部
加
入
区
の
項
中
「
旧
土
庄
漁
業
協
同
組
合
」

を
「
土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合
」
に
改
め
、
同
表
中

「

土
庄
東
元
浜
加
入
区
　
　
　
　
旧
土
庄
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
土
庄
町
東
元
浜
の
地

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

土
庄
洲
鼻
加
入
区
　
　
　
　
　
旧
土
庄
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
土
庄
町
洲
鼻
の
地
域

」

「

土
庄
東
元
浜
・
洲
鼻
加
入
区
　
土
庄
中
央
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
土
庄
町
東
元
浜
及

に

び
洲
鼻
の
地
域

」

改
め
、
同
表
池
田
・
渕
崎
加
入
区
の
項
中
「
・
渕
崎
」
及
び
「
及
び
旧
渕
崎
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
」
を

削
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
十
二
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
九
月
二
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
四
條
字
福
家
上
所
三
二
七
―
二
、
三
二
七
―
四
、
三
八

九
―
七
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
四
・
五
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
下
福
家
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
（
単
独

県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）
東
下
福
家
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
九
月
二
日
適
当
と
決

定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
琴
南
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
十
四
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
奥
池
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
ほ
場
整
備
事
業
（
単
独

県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）
奥
池
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
八
月
二
十
五
日

適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
坂
出
市
環
境
経
済
部
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
同
年

十
月
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
八
号

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
五
号
（
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
訂
正
す
る
。

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

（
第
九
〇
六
五
号
）

五

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

「

「

飯
山
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
窪
池
土
地
改
良

区

表
中
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
菖
蒲
谷
池
地
区
共
　
　
に
改
め
る
。

同
施
行

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
山
町

」

」

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
九
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
二
五
の
一
部
、
三
九
二
六
の
一
部
、
三
九
二
七
の
一
部
、
三

九
二
八
、
三
九
二
九
、
三
九
三
〇
、
三
九
三
四
―
一
の
一
部
、
三
九
三
四
―
五
、
三
九
三
四
―
六
の
一

部
、
三
九
三
四
―
七
の
一
部
、
三
九
三
六
の
一
部
、
三
九
三
七
の
一
部
、
四
一
〇
九
―
一
、
四
一
〇
九

―
二
の
一
部
、
四
一
〇
九
―
四
の
一
部
及
び
四
一
一
〇
―
一
の
一
部

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
二
一
七
一
番
地

財
田
町
長
　
近
藤
　
貢

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
原
字
上
井
手
西
一
三
四
八
―
三
及
び
一
三
四
八
―
五

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
世
田
谷
区
梅
丘
二
丁
目
二
〇
番
九
号

太
平
洋
セ
メ
ン
ト
梅
丘
社
宅
二
一
五

清
水
　
精
二

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
二
五
の
一
部
、
三
九
二
六
の
一
部
、
三
九
二
七
の
一
部
、
三

九
二
八
、
三
九
二
九
、
三
九
三
〇
、
三
九
三
四
―
一
の
一
部
、
三
九
三
四
―
五
、
三
九
三
四
―
六
の
一

部
、
三
九
三
四
―
七
の
一
部
、
三
九
三
六
の
一
部
、
三
九
三
七
の
一
部
、
四
一
〇
九
―
一
、
四
一
〇
九

―
二
の
一
部
、
四
一
〇
九
―
四
の
一
部
及
び
四
一
一
〇
―
一
の
一
部

二
　
工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１
　
道
路

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
六
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
）

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
二
五
の
一
部
、
三
九
二
六
の
一
部
、
三
九
二
七
の
一
部
、

三
九
二
八
の
一
部
、
三
九
二
九
の
一
部
、
三
九
三
〇
の
一
部
、
三
九
三
四
―
七
の
一
部
、
四
一
〇
九

―
一
及
び
四
一
〇
九
―
二
の
一
部

道
路
（
有
効
幅
員
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
五
六
・
四
三
メ
ー
ト
ル
）

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
二
九
の
一
部
、
三
九
三
四
―
六
の
一
部
及
び
四
一
〇
九
―

一
の
一
部

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル
）

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
三
〇
の
一
部
、
三
九
三
四
―
七
の
一
部
、
三
九
三
六
の
一

部
、
四
一
〇
九
―
一
の
一
部
及
び
四
一
〇
九
―
二
の
一
部

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
五
・
二
五
メ
ー
ト
ル
、
延
長
二
九
・
二
八
メ
ー
ト
ル
）

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
三
七
の
一
部
、
四
一
〇
九
―
四
の
一
部
及
び
四
一
一
〇
―



平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

（
第
九
〇
六
五
号
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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六

一
の
一
部

２
　
排
水
施
設

自
由
勾こ

う

配
側
溝
（
寸
法
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×
五
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
五
八
・
九
五

メ
―
ト
ル
）

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
二
五
の
一
部
、
三
九
二
六
の
一
部
、
三
九
二
七
の
一
部
、

三
九
二
八
の
一
部
、
三
九
二
九
の
一
部
、
三
九
三
〇
の
一
部
、
三
九
三
四
―
七
の
一
部
及
び
四
一
〇

九
―
一
の
一
部

３
　
公
園

公
園
（
面
積
三
六
九
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
二
五
の
一
部

４
　
防
火
水
槽

防
火
水
槽
（
容
量
四
〇
・
〇
〇
ト
ン
）

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
大
野
地
三
九
二
五
の
一
部

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
二
一
七
一
番
地

財
田
町
長
　
近
藤
　
貢

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
二
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
に
係
る
香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事

業
計
画
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四

十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
計
画
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

意
見
が
あ
る
利
害
関
係
者
は
、
平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
ま
で
に
香
川
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
縦
覧
開
始
の
日

平
成
十
五
年
九
月
十
七
日
（
縦
覧
期
間
二
週
間
）

二
　
縦
覧
場
所

高
松
市
浜
ノ
町
六
八
番
四
三
号


